
令 和 ５ 年 度

定 期 監 査 結 果 報 告 書

関 市 監 査 委 員



目 次 

１ 監査の基準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 

２ 監査の種類 .....................................................  1 

３ 監査の対象 .....................................................  1 

４ 監査の方針及び着眼点 ...........................................  2 

５ 監査の実施内容 .................................................  3 

６ 監査の実施期間 .................................................  3 

７ 監査の実施場所及び日程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 

８ 監査の結果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4   

  別紙１ 

   令和５年度工事技術監査の結果について......................... 7 

９ 監査資料.......................................................26 

  別表１ 令和５年度会計別の補助金予算の執行状況総括表...........26 

  別表２ 令和５年度補助金予算の執行状況 

 (１) 一般会計.........................................26 

(２) 特別会計.........................................29 

(３) 水道事業会計.....................................30 

  別表３ 指定管理施設の概要.....................................31 



定 期 監 査 結 果 報 告 書 

１ 監査の基準 

この監査は、関市監査基準に準拠して実施した。 

２ 監査の種類 

  定期監査  

・地方自治法第１９９条第４項に基づく、財務監査・工事技術監査 

  ・地方自治法第１９９条第７項に基づく、財政援助団体等監査 

３ 監査の対象 

（１）財務監査 

令和５年度一般会計・特別会計・水道事業会計の補助金にかかる令和５年４

月１日から令和５年９月３０日までの間に執行された、一般事務及び財務に関

する事務、並びに事業の管理及び市営住宅使用料の未収金の対応状況について

監査を実施した。 

 （２）財政援助団体等監査(５施設) 

令和５年度において、公の施設の管理を委託している指定管理者から抽出し

て、財政援助団体等監査を実施した。監査対象とした公の施設及び指定管理者

は次のとおりである。 

施設名称 指定管理者 所管課 

武 芸 川 健 康 プ ー ル トータルバランス・ハマダスポーツ企画共同事業体 市 民 健 康 課

総 合 体 育 館

(アリーナ等管理運営)
一般財団法人 関市スポーツ協会  スポーツ推進課

総 合 福 祉 会 館

Ｔ Ｓ Ｇ 共 同 事 業 体 

福 祉 政 策 課

子ども家庭課

中 央 公 民 館 生 涯 学 習 課

総 合 体 育 館

( 施 設 全 般 )
スポーツ推進課

地域交流施設 せきてらす 一般社団法人 関市観光協会 観 光 課

（３）工事技術監査(１事業) 

令和５年度に施工している工事の中から抽出して工事技術監査を実施した。 

事 業 名 所管課 

富岡保育園・富岡小学校留守家庭児童教室新築 

(建築・電気設備・空調設備・衛生設備)工事 

子ども家庭課

管 財 課
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４ 監査の方針及び着眼点 

  本年度の監査は、次のような事項を主眼にして実施した。 

（１）財務監査 

   ア 所管課関係 

    ・補助金の交付目的及び対象事業の内容は明確か。 

    ・補助金の額の算定、交付事務等は規則や要綱等定めに沿って適正に行われ

ているか。 

・補助金に関する規則や要綱等は現状に即し整備されているか。 

・長期間にわたり継続して交付されているものについて、その効果を検証し

必要に応じ見直しが行われているか。 

・補助金の効果及び交付条件の履行の確認は、実績報告書等により行われて

いるか。 

・補助金交付団体の補助金に係る収支の会計は適正に行われているか。 

    ・実績報告書は、事業完了後に速やかに提出されているか。 

   イ 支出関係 

  ・支出負担行為の起票は、適切な時期に行われているか。 

・補助金の支払いは、実績報告書等により業務を確認したうえで行われているか。 

  ・前金払又は概算払いは十分に必要性及び妥当性を検討しているか。 

・支払いの遅延はないか。 

ウ その他 

・市営住宅使用料未収金について、滞納者の状況把握に努め、適切に対応さ

れているか。 

 （２）財政援助団体等監査 

    ア 所管課関係 

・指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか。 

・指定管理者に対し適時かつ適切に当該業務又は経理の状況に関し報告を求

め、調査し、又は指示を行っているか。 

イ 指定管理者関係 

・施設の管理は、関係法令の定めるところにより適切に行われているか。 

・協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。       

    ・公の施設の管理に係る収支の会計は適正に行われているか。また、領収書

等の証拠書類の整備、保存は適切に行われているか。 

    ・現金の管理は、適切に行われているか。 

 （３）工事技術監査 

    市が行う工事について、計画、設計、積算、施工等は、安全管理が徹底され、 

適正かつ経済的に行われているか。 
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５ 監査の実施内容 

 （１）財務監査においては、実施対象部署から事前に提出された資料について、事

務局職員による予備審査を実施し、監査委員による監査では書類による審査及

び課長等から事務事業の執行状況等について聴取し、質疑を行い、必要に応じ、

現場審査を実施した。 

（２） 財政援助団体等監査においては、所管課から事前に提出された資料について、

事務局職員による予備審査を実施し、監査委員による監査では書類による審査

を行い、必要に応じて関係職員から事務事業の執行状況等について、質疑を行

い、併せて現地にて指定管理者への質疑及び関係書類を審査した。 

 （３）工事技術監査については、公益社団法人大阪技術振興協会に委託して実施し

た。 

６ 監査の実施期間 

   令和５年１０月１７日から令和５年１１月２８日 

７ 監査の実施場所及び日程 

 （１）財務監査（８日間） 

  ア 書類審査（監査室） 

日 付 課 名 

１０月３０日 管財課、危機管理課 

１１月 ６日 観光課、学校教育課、市民協働課、関商工、企画広報課 

１１月 ８日 文化課、福祉政策課 

１１月 ９日 高齢福祉課、土木課、水道課、農林課、行政情報課 

１１月１０日 商工課 

１１月１３日 子ども家庭課、保険年金課、市民健康課、建設総務課 

１１月１５日 生涯学習課、環境課、スポーツ推進課、秘書課、都市計画課 

  イ 現場審査(１件) 

日 付 補 助 金 名 課 名 

１１月２８日 関市消防団運営事業補助金 危機管理課 

（２）財政援助団体等監査（２日間） 

日 付 施 設 名 称 

１１月１６日 

(書類審査) 

１１月１７日 

(現場審査) 

武 芸 川 健 康 プ ー ル 

総 合 体 育 館 

総 合 福 祉 会 館 

中 央 公 民 館 

地域交流施設 せきてらす 
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（３）工事技術監査（１日） 

日 付 事 業 名 

１０月１７日 

(書類審査) 

(現場審査) 

富岡保育園・富岡小学校留守家庭児童教室新築 

(建築・電気設備・空調設備・衛生設備)工事 

８ 監査の結果 

 （１）財務監査(補助金・市営住宅使用料未収金について) 

    補助金にかかる予算の執行状況は、別表１及び別表２のとおりである。 

監査方針及び着眼点により監査を実施した結果、財務に関する事務は、おお

むね適正に執行されていたが、一部において不適切な事務処理が認められた。 

改善を要する事項は、監査の際、個別に指導、助言したところであるが、次

の諸点については今後の事務・事業の執行時に特に留意されたい。 

 ア 補助金の支出にあたっては、補助対象事業ごとに補助事業等の目的及び内

容、補助対象経費その他必要な事項を個別に定められた根拠規定である補助

金交付要綱等により適正に執行されるべきものであり、この要綱等が交付決

定及び補助額の確定根拠となり、補助金執行手続きにおける審査基準となる

ものである。しかし、要綱等の補助金額算定基準とは異なる補助金額を交付

している事例が見受けられたので、補助金交付決定の際には、今一度補助金

交付要綱の確認を徹底されたい。 

また、要綱等に定められている執行手続きを、根拠なく慣例的、継続的に

省略して運用している事例も見受けられた。事務の効率化やＤＸ推進により、

執行手続きの省略が可能であると判断できるものについては、規則、要綱等

を改正するとともに、制度の適正な運用に努められたい。 

イ 長期にわたり補助金を交付しているものについて、社会情勢、経済状況の

変化等に応じたものになっているか、終了期限を設定できないかなど、事業

に対する評価の検討も必要である。また、全額補助対象事業については、交

付団体等の自己努力による相当の負担が可能でないか、交付団体等の組織体

制や事業内容の見直しによる経費の削減が可能でないかなどを精査し、補助

金制度の適切な運用を図られたい。 

   また、交付団体等の通帳管理を含む経理事務を、補助金交付主管課が慣例

的に行っている事例も多く見受けられた。団体等の規約を確認すると役員、

役職に会計が設けられているものもあるので、補助金交付主管課においては、

団体等の規約に基づき経理事務等を各団体で行うよう指導に努められたい。 
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ウ 事業費に比して必要以上に繰越金のある団体等については、実態を把握し、

妥当性、必要性等を慎重に審査し、補助額の見直し又は当該補助事業自体の

見直しをするなど適切に執行されたい。 

エ 交付団体等が、事業実施にあたり物品の調達や業務の請負等に係る契約行

為を伴うものについては、契約相手の選定において複数の者から見積書を徴

取し、費用の低減に努めるよう指導されたい。 

オ 実績報告書は、事業完了後速やかに提出を求めるとともに、単に受領する

だけでなく、事業内容、決算・精算等の事実を確認・把握できる証拠書類に

より、補助事業の必要性、適正性等を担保するに足りる内容のものが添付さ

れているか必ず確認されたい。 

カ 市営住宅使用料未収金については、「関市営住宅の家賃滞納者に対する事

務処理規則」等をもとに適切に取り組まれている。今後も令和５年５月に策

定された「関市債権管理の基本方針」に基づき、支払いの困難な滞納者の状

況把握に努め、収納推進室や福祉部門と連携し未収金の解消に取り組まれたい。 

（２）財政援助団体等監査（指定管理者について） 

    令和５年度中に指定管理を行わせている公の施設のうちから抽出した５施設

(別表３)について、監査方針及び着眼点により監査を実施した結果、各施設に

係る指定管理料の予算及び各施設の管理は、おおむね適正に執行されているも

のと認められた。 

改善を要する事項は、監査の際、個別に指導、助言したところであるが、次

の諸点については今後の事務・事業の執行時に特に留意されたい。 

【書類審査】 

ア 指定管理施設を所管する主管課においては、指定管理者から定期または不

定期（例：半期に一度の指定管理料の概算払いの時期など）にその管理状況

を確認し、また報告させることにより、その都度業務に関する指導、監督を

行うよう努められたい。 

イ 提出書類については、単に受領するだけでなく内容についても確認し、必

ず審査されたい。また、基本協定書の内容と照合して不足する書類や記載漏

れ等については、指導や助言を行うよう努められたい。 

ウ 提出書類である事業計画については、事業の羅列だけでなく、活動方針を

記載させるよう指導するとともに、事業報告については、基本協定に基づき

課題分析と自己評価を記載させるよう協定書の内容と照合し、不足する書類、

記載内容等について注意喚起するなど指導されたい。 

エ 主管課において、指定管理業務に関する報告書類の確認や指導等が不足し

ている部分が見受けられるので、指定管理施設の関係条例や基本協定書等が
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遵守されているか今一度確認を行われたい。また、指定管理者制度所管課に

おいては、「公の施設の指定管理者制度運用ガイドライン」等の見直しについ

ても適宜検討され、指定管理者制度がより効果的・効率的に運用されるよう

望むものである。 

【現場審査】 

ア 「基本協定書」に基づく業務の実施状況を把握するとともに仕様書に基づ

き利用者増を図るため、ここ数年『新型コロナ感染症』により自粛してきた

自主事業については、アフターコロナにおける新たな自主事業のあり方を検

討し、今後も経営努力を発揮されるよう指導されたい。なお、指定管理以外

の事業として自主事業を実施するのであれば、仕様書の見直しを行うこと。 

イ 事務局職員の給与、雇用条件等については、市に準ずるとあるが「事務局

職員給与規定」等が見直しされていないもしくは雇用条件等が不明瞭なもの

が見受けられたので主管課として指導されたい。 

（３）工事技術監査 

    工事技術監査において、富岡保育園・富岡小学校留守家庭児童教室新築（建

築、電気設備、空調設備、衛生設備）工事について、書類及び現場審査を公益

社団法人大阪技術振興協会の技術士により実施した。(別紙１) 

監査にあたった技術士からは、入札・契約事務、関係書類及び現場で若干の

軽微な指摘事項はあったものの、『工事を通じて、各種届出書や施工計画など、

工事着手から監査時までの書類は良く整備されていたので、これは監督員の工

事請負業者への適切な指導の表れと思われる。今回は、サンプリング調査であ

ったため、細部まで確認することはできなかったが、細かい所まで現場工事管

理は、徹底、指導がなされていた。 

しかし、建築工事実施出来高約３５．７２％は、施工計画よりも０．１４％

早いが、電気設備実施出来高約６．０％、空調設備実施出来高約４．１２％、

衛生設備実施出来高約３３．２０％は、施工計画よりやや遅い進捗率である。 

本工事は、完成が令和６年２月末で、その後の備品搬入が非常にタイトなス

ケジュールが予想される。年末、年始と工事繁忙期となり、工程的に厳しいと

感じる。作業員が忙しさのあまり事故が多くなるため、より一層の安全管理に

努めて頂きたい。工事完成まで気の緩みなきよう、今以上の安全管理及び品質

管理の徹底指導を行い無事故、無災害で完成をお願いする。』という講評を受けた。 
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別紙１ 

令和５年度工事技術監査の結果について 

１ 実施日  

  令和５年１０月１７日 

２ 監査対象工事 

    富岡保育園・富岡小学校留守家庭児童教室新築 

（建築・電気設備・空調設備・衛生設備）工事 

３ 工事技術監査業務委託機関及び技術士 

    公益社団法人 大阪技術振興協会  松谷 孝広 技術士 

４ 監査の方法 

    工事請負契約書、設計図書等の書類審査及び現場審査 

５ 工事概要

   旧園舎は昭和 49 年に建築、昭和 53 年に増築され、平成 23 年には耐震補強

工事を実施していたが、建物としては経年劣化による老朽化が進んでいる状態

であった。 

   特に、屋根や床といった構造躯体や、電気・空調設備・プールなどの老朽化

は著しく、また、在籍している園児の数や保育士の数に対して、給食室・職員

室・未満児室・遊戯室・トイレ等が狭小で、施設の機能的な問題も抱えていた。 

耐震補強工事から 10 年が経過し、近隣地域の区画整理が進み富岡地区の子

育て世帯の増加が見込まれることもあり、地域の保育体制を整えることを念頭

に園舎の新築建て替えを検討することになった。 

検討を進める中で、隣接する富岡小学校の留守家庭児童教室についても、プ

レハブの教室で運営しており、整備する必要性があったため、複合施設として

整備することを決定した。 

(1) 工事場所  関市市平賀 501-1

(2) 工事内容

◇建築工事

敷地面積  3,946.84 ㎡ 

建築面積  1,434.72 ㎡ 

(園舎：1,414.32 ㎡ 防災備蓄倉庫：7.7 ㎡ 物置：7.7 ㎡ ガス庫：5.0 ㎡) 

園舎床面積 1 階：1,053.64 ㎡ 2 階：596.85 ㎡ PH階：14.92 ㎡ 

延床面積  1,685.81 ㎡ 
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(園舎：1,665.41 ㎡ 防災備蓄倉庫：7.7 ㎡ 物置：7.7 ㎡ ガス庫：5.0 ㎡) 

構造規模  鉄骨造 地上 2階 

附帯施設  防災備蓄倉庫、屋外物置、ガス庫 

外構工事  外周部擁壁、構内舗装、遊具 ほか 

◇電気設備工事 

・高圧受電設備工事      １式 

・幹線動力設備工事      １式 

・電灯設備工事      １式 

・コンセント設備工事     １式 

・弱電設備工事      １式    

・自火報設備工事      １式 

・非常照明設備工事      １式 

・撤去工事                      １式

◇空調設備工事 

・空調機器設備工事      １式 

・空調配管設備工事      １式 

・換気機器設備工事      １式 

・換気ダクト設備工事     １式 

・計装設備工事      １式

◇衛生設備工事

・衛生器具設備工事      １式   

・屋内給水設備工事      １式 

・屋外給水設備工事      １式 

・屋内排水設備工事      １式 

・屋外排水設備工事      １式 

・給湯設備工事      １式 

・消火設備工事      １式 

・ガス設備工事      １式 

(3) 工事受注者

◇建築工事

株式会社野田建設                       【第１回目で落札】

   「指名競争入札 10 者（１者辞退）予定価格事後公表 電子入札」

                            【設計価格の 95.69%】

◇電気設備工事

株式会社土屋電気商会                    【第１回目で落札】

   「一般競争入札６者 予定価格事後公表 電子入札」

                            【設計価格の 99.28%】

◇空調設備工事

株式会社土屋電気商会                    【第１回目で落札】

   「一般競争入札５者（４者辞退） 予定価格事後公表 電子入札」

                            【設計価格の 97.59%】 
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◇衛生設備工事

三和住宅設備株式会社                    【第１回目で落札】

   「一般競争入札６者（２者辞退） 予定価格事後公表 電子入札」

                            【設計価格の 95.92%】 

(4) 設計及び工事監理

◇建築工事        

◇電気設備工事              

◇空調設備工事 

◇衛生設備工事

設  計：株式会社 川上建築事務所 

工事監理：株式会社 川上建築事務所

(5) 事業費 

◇建築工事

設計金額（税込）873,620,000 円 

請負金額（税込）836,000,000 円（うち消費税及び地方消費税 76,000,000 円）

  落札率：95.69％

◇電気設備工事

設計金額（税込）  83,094,000 円 

請負金額（税込）  82,500,000 円（うち消費税及び地方消費税 7,500,000 円）

  落札率：99.28％

◇空調設備工事

設計金額（税込）  59,400,000 円 

請負金額（税込）  57,970,000 円（うち消費税及び地方消費税 5,270,000 円）

  落札率：97.59％

◇衛生設備工事

設計金額（税込）  55,616,000 円 

請負金額（税込）  53,350,000 円（うち消費税及び地方消費税 4,850,000 円）

  落札率：95.92％

(6) 工事期間

◇建築工事

令和４年１２月１３日から令和６年２月２９日まで

◇電気設備工事

令和４年１２月１５日から令和６年２月２９日まで

◇空調設備工事

令和４年１２月１５日から令和６年２月２９日まで

◇衛生設備工事

令和４年１２月１５日から令和６年２月２９日まで

各工事とも同じ
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(7) 進捗状況 

◇建築工事（令和５年９月末日現在）

計画出来高 35.58％ 実施出来高 35.72％        【計画より 0.14 %早い】

   （屋根、外壁、躯体、施工中） 

◇電気設備工事（令和５年９月末日現在）

計画出来高 6.12％ 実施出来高   6.0％         【計画より 0.12 %遅い】

（配線工事 施工中）

◇空調設備工事（令和５年９月末日現在）

計画出来高 9.82％ 実施出来高 4.12％          【計画より 5.7 %遅い】

 （配線工事、配管工事、施工中）

◇衛生設備工事（令和５年９月末日現在）

計画出来高 33.42％ 実施出来高 33.20％        【計画より 0.22 %遅い】

 （屋内配管工事 施工中）

(8) 工事監督員 

◇建築工事（財務部管財課 営繕係）

総括監督員 課長      小石 隆之

主任監督員 課長補佐    松下 仁

一般監督員  技手    齋藤 緋音 

◇電気設備工事（財務部管財課 営繕係）

総括監督員 課長      小石 隆之

主任監督員 課長補佐    松下 仁

一般監督員  技手    杉山 幹太

◇空調設備工事（財務部管財課 営繕係）

総括監督員 課長      小石 隆之

主任監督員 課長補佐    松下 仁

一般監督員  技手    杉山 幹太

◇衛生設備工事（財務部管財課 営繕係）

総括監督員 課長      小石 隆之

主任監督員 課長補佐    松下 仁

一般監督員  技手    杉山 幹太

建設業法 19 条の二 2 項により、受注者に監督者の書面通知は適正であった。
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６ 監査所見

６－１ 書類関係

(1) 契約保証及び前払金保証について

ア 契約保証

◇建築工事

地方自治法・金銭的保証制度として、履行保証制度※１の活用が図られている。

83,600,000 円

    【東日本建設業保証株式会社 請負金額の 10％以上】

◇電気設備工事

地方自治法・金銭的保証制度として、履行保証制度の活用が図られている。

8,250,000 円

  【東日本建設業保証株式会社 請負金額の 10％以上】

◇空調設備工事 

地方自治法・金銭的保証制度として、履行保証制度の活用が図られている。

5,797,000 円

  【東日本建設業保証株式会社 請負金額の 10％以上】 

◇衛生設備工事

地方自治法・金銭的保証制度として、履行保証制度の活用が図られている。

5,335,000 円

  【あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 請負金額の 10％以上】 

※１ 履行保証制度は、「金銭的な保証」と「役務的な保証」に分けることができます。

「金銭的な保証」は、受注者の債務不履行に伴い、発注者の経済的損失を金銭的に填

補するものです。契約保証金の納付のほか、国債等の有価証券の提供または保証事

業会社や金融機関の保証、履行保証保険、履行ボンドなどが認められています。

イ 前払金保証

◇建築工事

前払金保証について、契約約款通りであり適正であった。

令和４年度分 100,320,000 円

令和５年度分 234,080,000 円

合計 334,400,000 円 40.0%

【東日本建設業保証株式会社 請負金額の 40％以内】

◇電気設備工事

令和４年度分  9,900,000 円

令和５年度分 23,100,000 円

合計 33,000,000 円 40.0% 

【東日本建設業保証株式会社 請負金額の 40％以内】
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◇空調設備工事 

令和４年度分  6,950,000 円

令和５年度分 16,230,000 円

合計 23,180,000 円 40.0%

【東日本建設業保証株式会社 請負金額の 40％以内】

◇衛生設備工事

令和４年度分  6,400,000 円

令和５年度分 14,930,000 円

合計 21,330,000 円 40.0% 

【東日本建設業保証株式会社 請負金額の 40％以内】

(2) 入札状況について

◇建築工事         指名競争入札 

◇電気設備工事           

◇空調設備工事             一般競争入札 

◇衛生設備工事

本工事は、「関市競争入札等参加者選定要綱」、「関市競争入札参加資格審査に係る主

観的事項審査要領」に基づき適正に施行されていた。また、入札は、「関市電子入札実

施要領」の規定による電子入札で適正に執行されていた。

建築工事、電気設備工事、空調設備工事、衛生設備工事の見積期間は、建設業法第

20 条第３項、建設業法施行令第６条第１項３に規定された予定価格 5,000 万円以上の

必要な見積期間(中 15 日以上）を適正に執行されていた。

しかし、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成 30 年７

月６日公布）」に鑑み、見積り期間に土日の休日を考慮し余裕日を考慮されることが望

まれる。

(3) 契約関係書類 

◇建築工事

工事請負契約者は、『公共工事請負契約約款』に基づき、「仮契約書」が適正に締結さ

れていた。また、本工事の「本契約書」は、地方自治法第 96 条第 1項第 5号及び関市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2条の規定により議

会の議決（令和４年 12 月議会）を得て、適正に締結されていた。

◇電気設備工事

本契約書は、適正に締結されていた。

◇空調設備工事

本契約書は、適正に締結されていた。 

◇衛生設備工事

本契約書は、適正に締結されていた。 
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(4) 建設業退職金共済に関する書類

◇建築工事

◇電気設備工事

◇空調設備工事 

◇衛生設備工事

各受注者とも「建設業退職金共済制度※２」への加入がなされている。

建設業退職金共済制度の共済証紙については、電気設備工事、空調設備工事及び衛生

設備工事の受注者から「掛金収納書」が市に提出されており、適正であった。 

しかし、建築工事の受注者は、在庫共済証紙があるため、本工事においては「未購入」

であった。 

在庫帳簿と購入「掛金収納書」と適正であるのか今後チェックをお願いしたい。 

近年インターネットや金券ショップ等で販売されている共済証紙から偽造証紙が見

つかるケースが報告されており、より厳格な共済証紙の管理体制の構築が必要とされ

ている。

掛金収納書の提出時には共済証紙の購入金額の根拠についても提示するよう受注者

を指導するとともに、建設業退職金共済制度が適正に利用されるような体制を整えら

れたい。少ない購入金額の掛金収納書の添付のみの管理では、建設業退職金共済制度

（以下「建退共制度」という。）の目的が果たされていない。

工事完成後に下請け業者に配布されているか、受払簿で協力業者への配布確認をお

願いする。また、下請け業者から共済証紙交付辞退の申し入れがあった場合には、本当

に証紙が不必要か等の確認もお願いする。

現在、建設業労働者年齢の 36％が 55 歳以上であり、29 歳以下が 12％である。

10 年先は、今より顕著に労働者不足が懸念され、社会保険もない、退職金もない業

界に、はたして、今の若者が入職するかが問題となり、現状のまま放置すると 10 年先

地域の守り手としてインフラを維持が出来ないことが予想される。

公共工事の発注者として、労働者に対して、退職金及び法定福利面も含めて適切な指

導徹底が必要である。なお、県等では、入札参加に当たって必要とされる経営事項審査

において、建退共制度への加入の有無を加点評価するとともに、発注工事の設計金額の

積算にあたって、共済証紙の費用を現場管理費※３に含めるなどの措置を講じ、本制度の

促進を図っている。 

※２建設業退職金共済制度 

建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）は、建設現場で働く労働者の福祉の増進と雇

用の安定を図り、もって建設業の振興に寄与することを目的として「中小企業退職金共済法」に基づき

創設された退職金制度である。

建設業の事業主が勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、被共済者で

ある建設現場で働く労働者の共済手帳に働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、当該労働者

が建設業界で働くことをやめたときに、機構が直接労働者に退職金を支払うという業界退職金制度と

なっている。上記の目的を達成するためには、建設業を営む多くの事業主が本制度に加入するととも

に、本制度の被共済者である労働者に共済手帳が確実に交付され、共済証紙が適切に貼付されること

が必要である。
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【参考】建設業退職金制度  【愛知県土木現場必携 2-７６ ｐ９５】（建築も同様） 

９．建設業退職金制度 

建設業退職金制度（以下、建退協）への加入が必要な場合、同制度に請負者は加入する。 

対象となる労働者の数と日数を把握し、証紙を必要枚数購入する。 

建退協に加入した場合、請負者は監督員へ掛金収納書を提出しなければならない。ただし、自社及び下請負

会社全ての作業員に対しての退職金制度がある場合は必要ない。 

(１) 掛金収納書：請負者から監督員へ提出 

(２) 建設業退職金共済証紙貼り付け状況報告書等、配布枚数が確認できる書類（受け払い簿等） 

監督員から請求があった場合、提示 

(３) 標準仕様書第１編1－1－49 

(４) 契約後１ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては、契約後40 日以内）に提出 

（例外措置あり。詳しくは以下の注意事項を参照のこと） 

(５) 工事完成時、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、監督員に提示 

注意事項 

(１) 建設業退職金制度に加入している場合、標識を掲示する。 

→ 様式は、建退協支部で交付を受ける。 

(２) 掛金収納書を契約締結後１ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては、契約後40 日以内）に提出

できない場合は？ 

→ 提出できない理由（作業員の数が確定しない等）、提出が可能となる時期を書面にして監督員へ提出。 

様式は請負者の任意。また、社印等は必要無い。 

(３) 他工事で余っている証紙を活用したい場合は？ 

→ 愛知県が発注した他工事において、購入した証紙であれば使用を認める。ただし、その場合は、残数、愛

知県が発注した他工事により購入したことが明らかでなければならない。監督員が確認し、使用を認める。 

また、新たに購入した証紙での掛金収納書を提出する場合、他工事で購入した枚数を書面にして提出する。 

例：購入した工事での掛金収納書（購入した枚数）と、貼り付け状況報告書（使用した枚数）を請負者に提示し

てもらう。（購入した枚数―使用した枚数で、余っている枚数が分かる。） 
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※3 【設計積算時の現場管理費】

(5）工事保険契約

◇建築工事

◇電気設備工事

◇空調設備工事 

◇衛生設備工事 

各工事とも労災保険、法定外労働災害補償制度※４、賠償責任保険等に受注者が加入し

ている。また、特記に記載しており、適正な管理状態であった。保険加入期日は、工期

プラス 14 日以上（検査または引渡し迄日）であった。 

建築工事は、有期１年契約であるため、令和５年 1 月末までに更新控えを取ってお

くこと。 

※４ 法定外労働災害補償制度（労災の上乗せ）

法定外労働災害補償制度の導入は、経営審査事項の加点項目の中でも特に大きい項目の一つです。従

業員がいる場合、法定労災には当然加入をします。法定労災以外に上乗せの労災として加入しているこ

とが経審上評価され、加点となります。
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６－２ 設計・積算に関する書類

(1) 設計

【建築設計方針】

狭小であった給食室・職員室・未満児室・遊戯室・トイレ等の面積を拡張しつつ、

園庭の面積を確保するために、関係部局と調整を図り、遊戯室、プールおよび留守家

庭児童教室を 2 階に配置した。 

【電気設計方針】 

・経済性、安全性、省エネ性に配慮した設備設計を行う。

・各設備法規を遵守した設計とする。

・照明をＬＥＤ化するにあたり、照度不足が生じないよう入念に設計を行う。

【空調設計方針】 

・利用者にかかる負担が最小限になるよう熟考する。

・経済性、安全性、省エネ性に配慮した設備設計を行う。

・各設備法規を遵守した設計とする。 

【衛生設計方針】 

・利用者にかかる負担が最小限になるよう熟考する。

・経済性、安全性、省エネ性に配慮した設備設計を行う。

・各設備法規を遵守した設計とする。

ア 設計図書

設計図書は、「株式会社 川上建築事務所」にて作成していることを確認した。

本工事の設計図書は、適正であった。 

【建築実施設計に使用した基準、指針】

No 図書の名称 著者 発行年月日

1

2

3

4

5

6

7 

公共建築工事標準仕様書

建築物解体工事共通仕様書

2020 年版建築物の構造関係技術基準解説書

鋼構造設計規準  

鋼構造 各設計指針

鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説

鉄筋コンクリート構造 各設計指針 

国土交通省大臣官房官庁営繕部

国土交通省大臣官房官庁営繕部

国土交通省国土技術政策総合研究所

日本建築学会

日本建築学会

日本建築学会

日本建築学会 

令和 4年 5月 30 日

令和 2年 6月 17 日

令和2年10月 26日

平成 17年 9月 1日

平成 17年 9月 1日

平成30年12月5日

平成30年12月5日

【電気実施設計に使用した基準、指針】

No 図書の名称 著者 発行年月日

1

2

3

4 

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 

公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 

公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

令和 4年 5月 30 日 

令和 4年 5月 30 日 

令和 4年 5月 30 日 

令和 4年 5月 30 日
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【空調実施設計に使用した基準、指針】

No 図書の名称 著者 発行年月日

1

2

3

4 

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 

公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 

公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

令和 4年 5月 30 日 

令和 4年 5月 30 日 

令和 4年 5月 30 日 

令和 4年 5月 30 日

【衛生実施設計に使用した基準、指針】

No 図書の名称 著者 発行年月日

1

2

3

4 

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) 

公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 

公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

令和 4年 5月 30 日 

令和 4年 5月 30 日 

令和 4年 5月 30 日 

令和 4年 5月 30 日

(2) 工事積算

【コスト縮減】

◇建築工事

1) 遊戯室ステージについて 可動ステージを常設ステージとした。

2) 留守家庭児童教室と保育園の複合建物とし、エレベーターと共用部を両施設で利

用するようにした。 

◇電気設備工事 

1) 汎用品が使用可能な場合、汎用品を採用する。

2) 照明のＬＥＤ化によって維持コストの低減とする。

◇空調設備工事 

1) 高効率機器の選定を行う。

2) 適切な配管経路を選択し、ロスの少ない設計とする。 

◇衛生設備工事 

1) 高効率機器の選定を行う。

2) 適切な給水・排水・ガス経路を選択し、ロスの少ない設計とする。 

【単価･歩掛の無い場合の取扱】

◇建築工事

３者の見積りを徴取し、工事毎に合計工事費の最小値となる見積単価を採用している。

掛け率については、各社よりヒヤリングを行い、実勢に合った単価として採用した。 

◇電気設備工事 

３者の見積りを徴取し、工事毎に合計工事費の最小値となる見積単価を採用している。

掛け率については、各社よりヒヤリングを行い、実勢に合った単価として採用した。

◇空調設備工事 

３者の見積りを徴取し、工事毎に合計工事費の最小値となる見積単価を採用している。

掛け率については、各社よりヒヤリングを行い、実勢に合った単価として採用した。 
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◇衛生設備工事 

３者の見積りを徴取し、工事毎に合計工事費の最小値となる見積単価を採用している。

掛け率については、各社よりヒヤリングを行い、実勢に合った単価として採用した。

【数量算出・設計書の照査方法】

◇建築工事

当該工事の設計調査業務の際に、設計コンサル事務所による照査を行っている。 

工事の発注の為の設計書作成の際、市職員（設計者及び検算者）による照査を行う。 

◇電気設備工事 

当該工事の設計業務の際に、照査技術者による照査を行っている。

工事の発注の為の設計書作成の際、市職員（設計者及び検算者）による照査を行う。

◇空調設備工事 

当該工事の設計業務の際に、照査技術者による照査を行っている。

工事の発注の為の設計書作成の際、市職員（設計者及び検算者）による照査を行う。・ 

◇衛生設備工事 

当該工事の設計業務の際に、照査技術者による照査を行っている。

工事の発注の為の設計書作成の際、市職員（設計者及び検算者）による照査を行う。

ア 数量算出について

設計内訳書の数量算出は、業務委託された「株式会社川上建築事務所」によって、「建

築数量積算基準」に準拠して作成されていた。

イ 値入について

国土交通省監修（建築コスト管理システム研究所）の「公共建築工事積算基準」及

び市販の「建設物価」、「建築コスト情報」、「積算資料」及び「建築施工単価」を使用

し、「株式会社川上建築事務所」にて積算していた。また、「物価資料によらない場

合」の原則として見積り業者数３者以上の徴取がなされていた。見積比較を経て、本

工事の採用単価として積算されていた。 

【建築積算参考図書】

No 図書の名称 著者 発行年月日

1

2

3

4

5 

公共建築工事積算基準

建設物価 22 年 10 月

建築コスト情報 22 年秋

積算資料 22 年 10 月

建築施工単価 22 年秋

建築コスト管理システム研究所

(財)建設物価調査会

(財)建設物価調査会

(財)経済調査会

(財)経済調査会

令和 3年 7月 15 日

令和 4年 10月 5日

令和 4年 10月 5日

令和 4年 10月 5日

令和 4年 10月 5日
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【電気積算参考図書】

No 図書の名称 著者 発行年月日

1

2

3

4

5 

公共建築工事積算基準

建設物価 22 年 10 月

建築コスト情報 22 年秋

積算資料 22 年 10 月

建築施工単価 22 年秋

建築コスト管理システム研究所

(財)建設物価調査会

(財)建設物価調査会

(財)経済調査会

(財)経済調査会

令和 3年 7月 15 日

令和 4年 10月 5日

令和 4年 10月 5日

令和 4年 10月 5日

令和 4年 10月 5日

【空調積算参考図書】

No 図書の名称 著者 発行年月日

1

2

3

4

5 

公共建築工事積算基準

建設物価 22 年 10 月

建築コスト情報 22 年秋

積算資料 22 年 10 月

建築施工単価 22 年秋

建築コスト管理システム研究所

(財)建設物価調査会

(財)建設物価調査会

(財)経済調査会

(財)経済調査会

令和 3年 7月 15 日

令和 4年 10月 5日

令和 4年 10月 5日

令和 4年 10月 5日

令和 4年 10月 5日

【衛生積算参考図書】

No 図書の名称 著者 発行年月日

1

2

3

4

5 

公共建築工事積算基準

建設物価 22 年 10 月

建築コスト情報 22 年秋

積算資料 22 年 10 月

建築施工単価 22 年秋

建築コスト管理システム研究所

(財)建設物価調査会

(財)建設物価調査会

(財)経済調査会

(財)経済調査会

令和 3年 7月 15 日

令和 4年 10月 5日

令和 4年 10月 5日

令和 4年 10月 5日

令和 4年 10月 5日

(3) 設計内訳書

◇建築工事

◇電気設備工事

◇空調設備工事 

◇衛生設備工事

提出された「設計内訳書」をチェックしたが、内容的に問題なく適切に算出作成、整

備されていた。 

６－３ 施工に関する書類

(1) 関係諸官庁への届出

◇建築工事

◇電気設備工事

◇空調設備工事 

◇衛生設備工事

各工事とも諸官庁への届出は、適正であった。
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(2) 工事カルテ 

◇建築工事

◇電気設備工事

◇空調設備工事  

◇衛生設備工事

各工事とも工事カルテの作成と(一財)日本建設情報総合センター（JACIC）のCORINS

（工事実績情報システム）登録が行われていた。関連書類は適正に整備・保管されてお

り、適正であった。

(3) 設計図書の照査

◇建築工事

◇電気設備工事

◇空調設備工事 

◇衛生設備工事

  受注者は、工事着手前及び工事途中において、自らの負担により「公共工事請負契約

約款」に基づき設計図書の照査を行う必要がある。岐阜県の設計照査ガイドラインに沿

い、提出させて頂きたい。

(4) 工程管理及び履行報告書

◇建築工事

◇電気設備工事

◇空調設備工事 

◇衛生設備工事

施工計画作成時に実施工程表が、提出され整備されていた。

出来高管理として、前月までの工事施工出来高工程曲線を併記させ、工程管理を行っ

ていた。適正であった。

(5) 施工計画書

◇建築工事

◇電気設備工事

◇空調設備工事 

◇衛生設備工事

施工計画書は、本工事内容に沿って記述させ、適切に作成させていた。

施工計画を活用し、段階確認立会い、材料承認など、監督員の検査チェックを行い適

正に管理していた。

(6) 現場代理人、監理技術者及び主任技術者届   

◇建築工事

現場代理人・監理技術者届及び関係書類を確認した。

◇電気設備工事

現場代理人・主任技術者届及び関係書類を確認した。
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◇空調設備工事                                 

現場代理人・主任技術者届及び関係書類を確認した。 

◇衛生設備工事                                 

現場代理人・主任技術者届及び関係書類を確認した。

各工事とも適切であった。

(7) 施工体系図及び施工体制台帳

◇建築工事

◇電気設備工事

◇空調設備工事 

◇衛生設備工事

施工体系図及び施工体制台帳は、適時提出させ、整備・保管されていた。

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 15 条」、「建設業法第 24 条

の７」、及び「建設産業における生産システム合理化指針について」（平成 3年 2月 5日

建設省通知）より元方事業者からの下請契約を確認し適正であった。 

施工体制台帳に添付している「下請け業者への注文書」において、法定福利費を計上

するよう指導お願いする。 

(8) 工事材料関係の書類

◇建築工事(使用材料承諾願、試験･検査済証)

No 使用材料 承諾願(○印) 試験･検査項目

1

2

3

4

5

6

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

PC 擁壁 ザ・ウォールⅡ 大地震対応型

セメント系汎用固化材 タフロック 3E型

スクリューパイルEAZET 鋼管杭

瀝青繊維質目地板 ケンタイト

クラッシャラン C-40 
再生クラッシャラン RC-40 
単粒度砕石 コンクリート用砕石 4020A

ミラフォーム、ポリフィルム

構造用アンカーボルト

SKタイカコート

側溝・集水桝

JSグラウト

間柱アンカーボルト

落ちふた式U形側溝・コンクリートふた

インサート 

ルーフドレン 

屋根材、樋、外壁材 

防水材 

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
使用材料調書 確認
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19 

20 

マキベエ 

塗装材 

〇

〇

◇電気設備工事(使用材料承諾願、試験･検査済証)
No 使用材料 承諾願(○印) 試験･検査項目

1

2

キュービクル・分電盤 

高圧開閉器・ハンドホール・管 

ケーブル・弱電機器類・火報 

○ 

○ 

メーカー仕様による 

メーカー仕様による 

◇空調設備工事(使用材料承諾願、試験･検査済証)
No 使用材料 承諾願(○印) 試験･検査項目

1 空調・配管・換気・フード・ダクト ○ メーカー仕様による 

◇衛生設備工事(使用材料承諾願、試験･検査済証) 
No 使用材料 承諾願(○印) 試験･検査項目

1

2 

3 

4 

衛生器具 

配管 

消火設備 

ガス設備 

○ 

○ 

○ 

○ 

メーカー仕様による 

メーカー仕様による 

メーカー仕様による 

メーカー仕様による 

使用資材製品届、工事材料承諾願及び工事材料確認願などは工事受注者から監督員に

提出され、適正に整備・保管されていた。また、材料の品質を証明する使用材料調書も

受注者から監督員に適正に提出され、整備・保管されていた。適正であった。

(9) 打合せに関する書類

◇建築工事

◇電気設備工事

◇空調設備工事 

◇衛生設備工事 

打合せについては、関係者協議・打合せ事項を一括してまとめ、的確に実施されてい

た。適正であった。 

(10) 検査及び品質管理について

◇建築工事

◇電気設備工事

◇空調設備工事 

◇衛生設備工事

工事材料使用承諾願は、受注者業者より提出させていた。

書面から判断して特に問題は認められない。
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６－４ 建設廃棄物処理及び残土に関する書類（工事監査時まで）

◇建築工事(産業廃棄物、土捨の処理関連の管理) 
No 項   目 産 業 廃 棄 物 土   捨

1 産業廃棄物種類 廃ﾌﾟﾗ,金属 

ｶﾞﾗｽ・陶磁器 

木くず

Co,As殻 

廃石綿 

廃石膏

残土

2 委託契約書(有/無) 有 有 無

3 処分業許可証(有/無) 有 有 有

4 収集･運搬業許可証(有/無) 有 有 無

5 処分地･運搬経路図(有/無) 有 有 有

6 マニフェスト管理(有/無) 有 有 無

◇電気設備工事(産業廃棄物、土捨の処理関連の管理) 
No 項   目 産 業 廃 棄 物 土   捨

1 産業廃棄物種類 － － －

2 委託契約書(有/無) 無 無 無

3 処分業許可証(有/無) 無 無 無

4 収集･運搬業許可証(有/無) 無 無 無

5 処分地･運搬経路図(有/無) 無 無 無

6 マニフェスト管理(有/無) 無 無 無

◇空調設備工事(産業廃棄物、土捨の処理関連の管理) 
No 項   目 産 業 廃 棄 物 土   捨

1 産業廃棄物種類 － － －

2 委託契約書(有/無) 無 無 無

3 処分業許可証(有/無) 無 無 無

4 収集･運搬業許可証(有/無) 無 無 無

5 処分地･運搬経路図(有/無) 無 無 無

6 マニフェスト管理(有/無) 無 無 無

◇衛生設備工事(産業廃棄物、土捨の処理関連の管理) 
No 項   目 産 業 廃 棄 物 土   捨

1 産業廃棄物種類 無 無

2 委託契約書(有/無) 無 無

3 処分業許可証(有/無) 無 無

4 収集･運搬業許可証(有/無) 無 無

5 処分地･運搬経路図(有/無) 無 無

6 マニフェスト管理(有/無) 無 無
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(1) 廃棄物処理計画書の整備、収集運搬業者及び処理業者との契約など適正に実施され

ていた。

(2) 産業廃棄物管理票（マニフェスト票）は、施工中で確認できなかったが「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律」「資源の有効な利用の促進に関する法律」及び「建設工事に

係る資材の再資源化等に関する法律」などに遵守した再生資源実施計画書が提出され

ていた。

竣工書類検査段階で、設計書、マニフェストの最終確認を行い、運搬状況写真、処分

地写真を確認するとのことである。

(3) 各工事受注者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第５条２項」に該

当する場合、工事完成後、速やかに「建設副産物情報交換システム-ＣＯＢＲＩＳ-」を

利用し、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、電子媒体にて提

出させて頂きたい。

  「建設副産物情報交換システム工事登録証明」（一般財団法人 日本建設情報総合

センター）登録工事ＩＤを確認しなかったが、確認をお願いする。 

６－５ 安全管理に関する書類

◇建築工事

◇電気設備工事

◇空調設備工事 

◇衛生設備工事 

(1) 施工計画書より安全管理のための組織図、緊急時連絡体制図など整備されていた。

(2) 作業所での朝礼や職長ミーティング、ＫＹＴ（危険予知訓練）記録など安全管理に対

する書類は適正であった。

すべてを確認することが出来なかったが、作業員への安全管理は、ミーティングで周

知徹底しているとのことである。 

(3) 現場に高所作業車が４台あったが、取扱者名（複数の有資格者）表記させること。

７ 現場施工状況調査における所見

現場は、分かり易い「工事概要看板」を掲示していた。

(1) 現場事務所及び工事現場は、資材等が整然とし良く管理できた状態であった。品質 

の適切性が確認できた。

(2) 現場に２ｍ以上の脚立が２Ｆにあった。

  作業員の墜落・転落は、労働災害の 36％を占めており、重大災害となっている。災

害件数も毎年変わらない。２ｍ以上の作業は、高所作業となる。 
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８ 技術監査全般                             

工事を通じて、各種届出書や施工計画など、工事着手から監査時までの書類は良く整

備されていた。監督員の工事受注者への適切な指導の表れと思われる。 

現場は、非常に整理整頓がなされ管理が行き届いていた。

今回は、サンプリング調査であったため、細部まで確認することはできなかったが、

細かい所まで現場工事管理は、徹底、指導がなされていた。

施工及び管理は、書類はもとより、現場での工事監理が大切である。

本工事は、完成が令和６年２月末で、その後の備品移動と非常にタイトなスケジュー

ルが予想される。

年末、年始と工事繁忙期となり、工程的に厳しいと感じる。作業員が忙しさのあまり

事故が多くなるため、より一層の安全管理に努めて頂きたい。

工事完成まで気の緩みなきよう、今以上の安全管理及び品質管理の徹底指導を行い

無事故、無災害で完成をお願いする。  

以 上

文書中の

・・・・・部分は、留意事項

・・・・・部分は、提案及び要望事項

25



26



27



28



29



30



別表３ 

指定管理施設の概要

(１)指定管理の状況  

施設名 指定管理者 
指定 

区分 
指定期間 

基本協定  

（年度協定） 

武芸川健康プール 

トータルバラ

ンス・ハマダ

スポーツ企画

共同事業体 

公募 

R2.4.1.

～

R7.3.31 

R2.3.27 

（R5.4.1） 

総合体育館 

（アリーナ等管理運営） 

一般財団法人

関市スポーツ

協会 

特定者 

指名 

R3.4.1 

～

R6.3.31 

R3.3.18 

（R5.3.31） 

総合福祉会館 

ＴＳＧ共同事

業体 
公募 

R3.4.1 

～

R6.3.31 

R3.3.1 

（R5.3.30） 
中央公民館 

総合体育館 

（施設全般） 

地域交流施設 せきてらす 
一般社団法人 

関市観光協会 

特定者

指名 

R5.4.1 

～ 

R10.3.31 

R5.2.28 

(R5.4.1) 
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(２)令和５年度の指定管理料（委託料） 

施設名 指定管理料 支払回数 支払状況 

武芸川健康プール 21,973,000 円 ２回 ５月、１０月 

総合体育館 

（アリーナ等管理運営） 

19,902,000 円 ２回 ４月、１０月 

総合福祉会館 51,698,000 円 ２回 ５月、１１月

児童センター 10,450,000 円 ２回 ５月、１１月 

 託児ルーム「あゆっこ」 9,040,000 円 ２回 ５月、１１月 

中央公民館 71,998,000 円 ２回 ５月、１１月 

総合体育館 

（施設全般） 

97,351,000 円 ２回 ５月、１１月 

地域交流施設 せきてらす 19,941,000 円 ２回 ４月、１０月 

(３)各施設の利用者状況                      

施設名 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

武芸川健康プール 16,248 人 20,494 人 23,005 人

総合福祉会館 49,910 人 52,563 人 64,059 人

うち 児童センター (10,820 人) (13,631 人) (24,330 人)

うち「託児ルーム」あゆっこ (928 人) (1,158 人) (1,377 人)

中央公民館 

※改修工事(R3.12～R5.3)

163,218 人 215,343 人 186,481 人

総合体育館 96,573 人 173,048 人 164,147 人

 うち 温水プール (27,225 人) (32,913 人) (37,464 人)

 うち トレーニングルーム (10,126 人) (14,627 人) (17,032 人)

地域交流施設 せきてらす 5,112 人 55,120 人 51,147 人
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